
船舶事故等調査報告書 

平成２２年４月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９横第２５３号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２１年９月１９日（土） １９時２０分ごろ 

発生場所 東京都大田区城南島大井信号所から真方位２４１°１.８海里付近 

（概位 北緯３５°３４.０′ 東経１３９°４５.２′） 

事故等調査の経過  平成２１年１０月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

モーターボート JUSTICE
ジャスティス

、５トン未満（長さ６.２７ｍ） 

２３２－２５２０８千葉、個人所有 

乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底外板擦過傷 

 事故等の経過 本船は、船長ほか４人が乗船し、船首約０.１５ｍ、船尾約０.２０ｍの

喫水で、大田区京浜島南西方沖を海老取川に向けて１２～１３ノットの速

力で航行中、平成２１年９月１９日１９時２０分ごろ、船底が浅所に接触

した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約３０㎝、潮汐 下げ潮の中央期 

あり 分析 乗組員等の関与 

なし 船体・機関等の関与 

なし 気象・海象の関与 

本船は、京浜島南西方沖を海老取川に向け航行

しようとする際、浅所の存在に気付かなかった可

能性があると考えられる。 

判明した事項の解析 

原因  本事故は、夜間、本船が京浜島南西方沖を海老取川に向け航行しようと

する際、浅所の存在に気付かなかったため、浅所に乗り揚げたことにより

発生した可能性があると考えられる。 

 

 




